
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
一
号

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
施
行
規
則

孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
孤
独
・
孤
立
対
策
推
進
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
孤
独
・
孤
立
対
策
地
域
協
議
会
を
設
置
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
孤
独
・
孤
立
対
策
地
域
協
議
会
を
設
置
し
た
旨

二
　
当
該
孤
独
・
孤
立
対
策
地
域
協
議
会
の
名
称

三
　
当
該
孤
独
・
孤
立
対
策
地
域
協
議
会
に
係
る
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
孤
独
・
孤
立
対
策
調
整
機
関
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
名
称

四
　
当
該
孤
独
・
孤
立
対
策
地
域
協
議
会
を
構
成
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
機
関
等
の
名
称
等

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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